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吸収分割に係る事前開示書面 

（分割会社 会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に基づく開示事項） 

（承継会社 会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 192条に基づく開示事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年１月 15日 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社 

東宝株式会社 
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2026年１月 15日 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

 

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社 

代表取締役社長 池 田 隆 之 

 

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

東 宝 株 式 会 社 

代表取締役社長 松 岡 宏 泰 

 

 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社（以下「分割会社」といいます。）及び東宝株式会社（以

下「承継会社」といいます。）は、それぞれ 2026 年１月 14 日開催の取締役会におい

て、2026年３月３日を効力発生日として、分割会社が運営する映画館の会員カード「シ

ネマイレージカード」に係る事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割

（以下「本分割」といいます。）を行うことを決議し、吸収分割契約を締結いたしまし

た。 

本分割に関して、分割会社が会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に

より、承継会社が会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 192条により開示すべ

き事項は、以下のとおりです。 

なお、本書面記載事項のうち写しである書類については、全て原本の写しに相違あ

りません。 

 

第１ 分割会社における開示事項 

１ 吸収分割契約の内容（会社法第 782条第１項） 

 

別紙１をご参照ください。 

 

２ 分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第１号イ） 

 

分割会社は、承継会社の 100％子会社であり、分割対価の交付はありません。 

 

３ 分割会社が吸収分割の効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得又は剰余

金の配当を行うことを決めた場合において、そのための株主総会決議が行われて

いるときはその決議事項（会社法施行規則第 183条第２号） 
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該当する事項はありません。 

 

４ 分割会社の新株予約権者に対して交付する承継会社の新株予約権の内容等の

相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第３号） 

 

該当する事項はありません。 

 

５ 承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 183条第

４号イ） 

 

承継会社は、有価証券報告書提出会社であり、計算書類等については、金融庁

「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シス

テム（EDINET）の閲覧サイトのほか、次の承継会社のホームページよりご覧いた

だけます。 

＜https://www.toho.co.jp/company/ir/disclosure＞ 

 

６ 承継会社について最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書

類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容（会社法施行規則第 183条第４号

ロ） 

 

該当する事項はありません。 

 

７ 承継会社について最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

（会社法施行規則第 183条第４号ハ） 

 

該当する事項はありません。 

 

８ 分割会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

（会社法施行規則第 183条第５号イ） 

 

該当する事項はありません。 

 

９ 吸収分割が効力を生ずる日以後における分割会社の債務及び承継会社の債務

の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第６号） 

 

本分割以後も、分割会社及び承継会社の資産の額は負債の額を上回る見込みで
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あり、また、分割会社及び承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、

現在のところ予測されておりません。 

従って、分割会社及び承継会社の債務については、本分割以後も履行の見込み

はあるものと判断いたします。 

 

１０ 吸収分割契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記１

乃至９に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項（会社法施行規則

第 183条第７号） 

 

変更がありましたら、直ちに開示いたします。 

 

第２ 承継会社における開示事項 

１ 吸収分割契約の内容（会社法第 794条第１項） 

 

別紙１をご参照下さい。 

 

２ 分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 192条第１号） 

 

分割会社は、承継会社の 100％子会社であり、分割対価の交付はありません。 

 

３ 分割会社が吸収分割の効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得又は剰余

金の配当を行うことを決めた場合において、そのための株主総会決議が行われて

いるときはその決議事項（会社法施行規則第 192条第２号） 

 

  該当する事項はありません。 

 

４ 分割会社の新株予約権者に対して交付する承継会社の新株予約権の内容等の

相当性に関する事項（会社法施行規則第 192条第３号） 

 

  該当する事項はありません。 

 

５ 分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 192条第

４号イ） 

 

別紙２をご参照下さい。 

 

６ 分割会社について最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書

類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容（会社法施行規則第 192条第４号
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ロ） 

 

該当する事項はありません。 

 

７ 分割会社について最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

（会社法施行規則第 192条第４号ハ） 

 

該当する事項はありません。 

 

８ 承継会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

（会社法施行規則第 192条第６号イ） 

 

該当する事項はありません。 

 

９ 吸収分割が効力を生ずる日以後における承継会社の債務の履行の見込みに関

する事項（会社法施行規則第 192条第７号） 

 

本分割以後も承継会社の資産の額は負債の額を上回る見込みであり、また、承

継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されており

ません。 

従って、承継会社の債務については、本分割以後も履行の見込みはあるものと

判断いたします。 

 

１０ 吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記１

乃至９に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項（会社法施行規則

第 192条第８号） 

 

  変更がありましたら、直ちに開示いたします。 

以上 
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（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割契約書 
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吸 収 分 割 契 約 書 

 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社（以下「甲」という）と東宝株式会社（以下「乙」という）は、

甲が運営する映画館の会員カード「シネマイレージカード」にかかる事業（（以下「件事事業」

という）に関する権利義務を乙に承継させることについて、以下のとおり吸収分割契約（以

下「件契約」といい、件契約に基づく吸収分割を「件分割」という）を締結する。 

 

（吸収分割） 

第１条 甲は、件分割によって、件事事業に関して有する権利または義務を乙に承継さ

せ、乙はこれを承継する。 

 

（当事者の商号および住所） 

第２条 件契約の当事者の商号および住所は、以下のとおりとする。 

(1) 甲（吸収分割会社  ＴＯＨＯシネマズ株式会社 

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

(2) 乙（吸収分割承継会社 東宝株式会社 

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

 

（承継する権利義務等） 

第３条 乙は、以下の各号に定めるとおり、件分割の効力発生日において件事事業に関

して有する資産、債務その他一切の権利義務を承継する。 

(1) 資産 

件事事業に関する流動資産および固定資産の全部 

(2) 債務 

件事事業に関する流動負債および固定負債の全部 

(3) その他の権利義務 

件事事業に関して甲が取引先との間で締結している全ての契約上の地位

および権利義務 

２ 前項に定める甲の債務または義務の承継は、免責的債務引受の方法によって行

う。 

 

（対価） 

第４条 乙は、甲に対して、甲から承継する資産等に代わる金銭等を交付しない。 
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（効力発生日） 

第５条 件分割は、２０２６年３月３日に効力を生ずる。ただし、分割手続進行上の必

要性その他の事由により、甲乙協議のうえこれを変更することができる。 

 

（略式分割および簡易分割） 

第６条 件分割は、乙が甲の発行済株式の１００パーセントを保有することから、会社

法第７８４条第１項にもとづいて、甲の株主総会の承認を要しない略式分割と

して実施する。 

２ 件分割は、甲に対して株式その他の財産の交付をしない無対価分割であること

から、会社法第７９６条第２項にもとづいて、乙の株主総会の承認を要しない

簡易分割として実施する。 

 

（会社財産の管理） 

第７条 甲は、件契約の締結日から件分割の効力発生日までの間、善良な管理者の注意

をもって業務を行い、資産および負債を管理するものとし、その財産および権

利義務に重大な影響を及ぼす行為をするときは、事前に乙の同意を得なければ

ならない。 

 

（協議） 

第８条 甲および乙は、件契約に定めのない事項および件契約の条項の解釈適用に関し

て疑義を生じた事項については、法令および慣習に則り誠意をもって協議し円

満な解決を図るものとする。 

 

以上のとおり合意したことを証するため件書１通を作成し、甲乙において記名押印のうえ

原件を乙が保有し、甲にその写しを交付する。 

 

２０２６年１月１４日 

 

甲 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社 

代表取締役社長 池 田 隆 之 

 

乙 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

東宝株式会社 

代表取締役社長 松 岡 宏 泰 
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社 

2025年２月期 計算書類等の内容 

 



  
 
 
 
  
 
 

29  
2024 3 1 2025 2 28  
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29  
 2024 3 1  2025 2 28  

 
 

 

2025

 
2024 22
3,675 1 4,444 2,069

93% 94% 2023

 
1  

158 2024 1  100

 
2

2
 

3
ODS  

4
GUNDAM

 
530 41 91.2

741 82 93.9 95 73 86.6
96 60 87.1

11 39
58 69 76.6

 
2025 2 28 75 705 5

56  
 

 



2 
 

 
36 69  

 
 

 
LED  

 
 

 
 

IMAX
 

 

ICEE

 

LED
 

 

2024 12

WFP UNHCR
TOHOCINEMAS BOAT

 
 
 



3 
 

 
 

 
26  

(2022 2 ) 
27  

(2023 2 ) 
28  

(2024 2 ) 
29  

(2025 2 ) 

  
57,666,853 

 
71,323,414 

 
78,969,901 

 
74,182,683 

 
 

2,365,406 
 

7,644,544 
 

11,053,242 
 

9,573,126 

 
 

2,402,008 
 

7,777,238 
 

11,088,459 
 

9,660,226 

 
 

2,878,030 
 

5,327,486 
 

7,661,715 
 

5,869,572 

 

 
 

53,230 

 
 

98,534 

 
 

141,707 

 
 

108,561 

  
77,381,866 

 
85,521,525 

 
92,927,156 

 
93,784,977 

  
61,971,410 

 
64,699,985 

 
70,225,317 

 
72,829,332 

 
 

 
1,146,196 

 
1,196,663 

 
1,298,857 

 
1,347,020 

 
 

 
100  
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1 TOHO    13 2,710 
2 TOHO    3 618 
3 TOHO    6 1,224 
4 TOHO   9 1,837 
5 TOHO    9 1,770 
6 TOHO    12 2,347 
7 TOHO    8 1,391 
8 TOHO    10 1,735 
9 TOHO    10 1,795 
10 TOHO    9 1,948 
11 TOHO    9 2,102 
12 TOHO    9 1,605 
13 TOHO   10 1,732 
14 TOHO  7 1,446 
15 TOHO    8 1,681 
16 TOHO    9 1,653 
17 TOHO    10 1,811 
18 TOHO   10 1,733 
19 TOHO    8 1,596 
20 TOHO   9 1,572 
21 TOHO   10 1,881 
22 TOHO   9 2,150 
23 TOHO   10 1,927 
24 TOHO   11 1,866 
25 TOHO    10 1,598 
26 TOHO    9 1,551 
27 TOHO    10 2,220 
28 TOHO    9 1,800 
29 TOHO    9 1,859 
30 TOHO   13 2,465 
31 TOHO    9 1,704 
32 TOHO    8 1,034 
33 TOHO    9 1,750 
34 TOHO    9 1,928 
35 TOHO   9 1,959 
36 TOHO   10 1,663 

  332 63,661 
  3
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37 TOHO    10 1,782 
38 TOHO    9 1,801 
39 TOHO    10 1,828 
40 TOHO    10 1,774 
41 TOHO    10 2,116 
42 TOHO   12 2,504 
43 TOHO   10 1,724 
44 TOHO    8 1,753 
45 TOHO    10 2,650 
46 TOHO   12 2,220 
47 TOHO    9 2,335 
48 TOHO    10 1,950 
49 TOHO   10 1,974 
50 TOHO   10 1,639 
51 TOHO  9 1,430 
52 TOHO    11 1,796 
53 TOHO    8 1,869 
54 TOHO    9 1,630 
  177 34,775 

 
   

  
55 TOHO    10 1,629 
56 TOHO    8 1,379 
57 TOHO    7 1,159 
58 TOHO    9 1,597 
59 TOHO    3 438 
60 TOHO   9 1,319 
61 TOHO    9 1,612 
62 TOHO    10 1,909 
63 TOHO    9 1,936 
64 TOHO   11 1,974 
65 TOHO   10 1,764 
66 TOHO    9 1,777 
67 TOHO    9 1,583 
68 TOHO    8 1,518 
69 TOHO    9 1,578 
70 TOHO    10 1,984 
 140 25,156 

  3  
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71   12 2,705 
72 9  9 1,824 
73  12 2,564 
74 TOHO  OS  12 2,095 
75 11  11 1,782 
 56 10,970 

   

 705 134,562 
 
 

 

652    
  2    
5,669  10  
6,323  10  

6  

 
200,000  

 54,067  
      1  

 
  

 54,067  
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2025 2 28  
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